
平成22年６月橋本市議会定例会会議録（第３号）その２ 

平成22年６月15日（火） 

                                           

            

（午前９時30分 開議） 

○議長（中西峰雄君）おはようございます。 

 前日に引き続き、一般質問を行いたいと思

います。 

 ただ今の出席議員数は23人で定足数に達し

しております。 

                     

○議長（中西峰雄君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中西峰雄君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条

の規定により、議長において１番 岡君、14

番 土井君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（中西峰雄君）日程第２ 一般質問 を

行います。 

 順番８、１番 岡君。 

〔１番（岡 弘悟君）登壇〕 

○１番（岡 弘悟君）おはようございます。

２日目、トップバッターですけども、皆さん、

お疲れのところですけども、僕も頑張ります

ので、皆さんも頑張っていきましょう。 

 通告内容、項目一点だけです。内容は、行

政が負うごみの、ごみ減量化の負担とは。行

政はごみ袋の値上げ理由について、ごみの減

量化が目的であり、増収を目的とするのでは

ないという趣旨の答弁をされていました。確

かに、ごみ袋の値上げにより、ごみの減量化

は一時的に進むと思われますが、この手法で

は、あまりにも市民側にとって不公平と思わ

れます。結局のところ、負担のすべてが市民

側であり、ごみの減量化を行っても、市民負

担は以前より増すことになってしまう点が問

題です。 

 お題目が増収ではなく、ごみの減量化であ

るならば、行政と市民が負担を分かち合いな

がらごみの減量化をめざすべきではないでし

ょうか。ごみ袋の無料配布は、激変緩和措置

として行うのではなく、この手法によりごみ

の減量化をめざすことが、行政と市民一体型

の取り組みではないでしょうか。ごみ袋の無

料配布によるごみの減量化とは、１世帯当た

りの構成人数割り１カ月の平均的なごみの量

を割り出し、その数字よりも少ない数字分（減

量化目標）のごみ袋を無料配布し、足りない

人には価格的に高めのごみ袋を購入していた

だくという手法であり、実際に幾つかの自治

体が採用し、ごみの減量化に成功しています。 

 この手法は、無料でもらえるものを購入す

ることに抵抗を感じるという人間の心理をう

まく活用しています。目的が同じならば、市

民だけに負担を負わせる手法ではなく、行政

と市民が一体型の手法で行うべきではないで

しょうか。よって幾つか質問いたします。 

 １番、前年度から行われたごみ袋の無料配

布の枚数については、試験的な試みでもあり、

枚数を確定する明確な数字を出すことは困難

と思われますが、本年度分に対し、約34％減

量されていることには、明確な理由があると

思われます。その減量理由をお答えください。 

 ２番、昨年度のごみ袋の値上げにより増加

した収益と、無料配布に伴う経費、または昨

年度のごみ減量化によってもたらされた金額
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をお答えください。 

 ３番、値上げによる手法を選択された理由

と、無料配布で行うごみ減量化と、値上げに

よる手法を比較した場合、どの点で値上げに

よる手法がすぐれているのですか。ごみの減

量化という点では、同じ目標に対し同じぐら

いの効果を生み出すと考えますし、実際、佐

世保市（手法は少し違うが観点は同じ）は、

ごみの大幅減量に成功しています。 

 ４番、行政と市民が同じ目的に向かい、ご

み減量化の問題を考え、解決していかなけれ

ばならないと考えます。それは、負担という

部分においても同じと思われます。実際、値

上げによる手法での行政側の負担とは何なの

でしょうか。 

 ５番、今後のごみ減量化の取り組みとは、

堆肥化運動がそうであるように、行政と市民

の一体型で行うべきではないでしょうか。 

 以上です。明確な答弁、よろしくお願いい

たします。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君の一般質問

に対する答弁を求めます。 

 市民部長。 

〔市民部長（井浦健之君）登壇〕 

○市民部長（井浦健之君）行政が負うごみ減

量化の負担についてお答えいたします。 

 まず、無料配布枚数の減量理由についてで

すが、可燃ごみ袋無料支給は、既にごみ減量

化に取り組んでいただいている世帯が、販売

価格の改正により、負担が増えないことを前

提に全世帯を対象に一定枚数の可燃ごみ袋無

料支給を実施しているところであり、激変緩

和措置と考えています。計画では、可燃ごみ

無料配布は段階的に配布枚数を減らしていき、

平成24年度で、可燃ごみ袋無料配布は終了す

る予定となっておりますので、平成22年度は

本来12カ月分を対象とするところ、３分の１

に相当する４カ月分については対象としない

ものとし、平成21年と同数の可燃ごみ袋の無

料支給を行うことになっています。 

 続きまして、可燃ごみ袋の販売価格改正に

よる増収についてですが、可燃ごみ袋販売枚

数は、平成21年７月から平成22年３月までで、

大袋が78万3,980枚、小袋が52万2,160枚の販

売で、増収分は、大袋で2,743万9,300円、小

袋で1,044万3,200円、合計3,788万2,500円の

増収となっております。 

 また、可燃ごみ袋無料配布にかかった経費

は、無料はがき印刷代をはじめ、無料はがき

郵送料や、無料はがき引き換え手数料、はが

き１枚当たり20円の手数料を販売店に支払っ

ております。さらには、ごみ袋代金等の合計

で、3,655万1,730円となります。 

 また、昨年度のごみ減量化によってもたら

された金額についてですが、広域ごみ処理場

が平成21年８月に本格稼働し、ごみの分別区

分が大幅に変更され、平成20年度と平成21年

度のごみ量を単純に比較することができない

ものと考えます。 

 また、分別区分の変更による収集体制等も

大幅な変更をいたしておりますので、ごみ処

理費用の単純比較も困難な状況です。 

 次に、市指定ごみ袋の販売価格の改正理由

としましては、議員もご承知のとおり、本市

の廃棄物行政において、国からの「廃棄物の

減量その他その適正な処理に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図るための基本的な

方針」により、経済的なインセンティブ（動

機付け）を活用した一般廃棄物の排出抑制や、

再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平

性及び住民の意識改革を進め、本市の一般廃

棄物処理事業を循環型社会に向けていくため

の施策手段として行っております。 

 また、市指定ごみ袋の販売価格の改正と、

佐世保市のような一定枚数無料配布を比較し

た場合についてですが、本市で行っておりま
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す市民が排出量に応じて手数料を負担いただ

く方式（排出量単純比例型）では、制度が単

純でわかりやすいことや、平成18年10月現在、

有料化を実施している市は約45％（802市に対

して363市）、本市のような排出量単純比例型

を採用している市は90％（363市に対して323

市）を占めている状況であります。 

 次に、平成21年７月に、一般廃棄物処理基

本計画の見直しを行い、橋本市一般廃棄物処

理基本計画策定委員会の委員の皆さまや、市

民意見公募を通じて、「もったいない」と「ご

みの３Ｒ」を推進する循環型社会のまちはし

もとを基本理念としまして、各施策を進めて

おりますが、おただしの行政と市民が同じ目

的に向かって廃棄物の減量化や資源化を推進

するためには、さらなるごみの分別の徹底を

推進していただくための世代を超えたごみ分

別啓発説明会や、不法不投棄対策等を進める

必要があります。 

 また、ごみの減量化の取り組みについて、

かねてより生ごみの堆肥化、週１回収集につ

いても、橋本市衛生自治会等多くの方々のご

協力をいただき、ごみ減量化が進んでいると

ころでありますので、今後も行政と市民の一

体型のごみ減量化の取り組みを進めてまいり

ます。 

 ご理解のほど、よろしくお願いを申し上げ

ます。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君、再質問あ

りますか。 

 １番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）ありがとうございます。

じゃ、ちょっとわかりにくいというか、設問

に対しての答えが抜けていたりするような気

がいたしますので、順を追って１番から。 

 平成24年にごみ袋の無料配布の終了すると。

今年は、３分の１を対象としないということ

で、減量したということなんですけども、だ

から、僕が聞いてんのは、何で３分の１を対

象にしないかという理由を聞いとるんです。

３分の１を対象にしていないのはわかっとる

んですよ。ここに書いてあるん。僕、34％減

量されとるというのはわかっとるんです。そ

の34％をなぜ対象にしないのかという、つま

り８カ月分しか、今年は配布されなかった理

由を聞いているんです。まずその１番からお

願いします。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）３分の１に減らし

た理由ということでございますけども、先ほ

どご答弁させていただきましたように、22年

度から24年度まで、３年をかけて、激変緩和

措置としてやっていくと、減らしていくとい

うご答弁を差し上げさせていただきました。

３年ということでございますので、単純に３

分の１ということで、３分の１を減らしたと

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）単純に減らしたという

か、激変緩和措置で徐々に減らしていくとい

う形をとりたいので、基本的に３分の１ずつ

減らしていくということは、来年も３分の１

ずつ減らすということで理解してよろしいで

すか。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）来年につきまして

は、平成21年度で30枚をお配りしたわけです

けども、平成、来年度につきましては半分と、

21年度の半分というふうに、いわゆる３分の

１ずつ24年にかけて減らしていきたいという

ふうに考えておるところでございます。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）行政の考え方というか、

減量というか、平成24年までに減らしていき

たいんで、３分の１ずつどんどん減少して、
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最終的にはゼロになるという考え方は、理解

はできるんですけども、１番はこれぐらいに

しといて。じゃ、２番でちょっとお話しさせ

てもらいたいんですけども。 

 これ、数字出してもらったというのは、結

局、無料配布外で買って、いうたら少し高め

の金額というか、値上げした金額で買ってい

ただいた方の増収というたらちょっと言葉は

悪いんかもしれませんけども、収益が増えた

部分と、かかった経費を見たら、約、だいた

い均等釣り合っとるんですよ。見てもろうた

ら、一目瞭然なんですけども。もちろんその

中に人件費とかいう細かい数字というか、そ

ういったものは仕事量も増えてますんで、も

ちろん含まれてないんで、この数字が正しい、

本当に的確な数字かというのは、見えている

数字だけなんで、ちょっと自分的にも正しい

数字じゃないとは思うんですけど、ただ見え

ている数字的には、こういった形で合うてき

とるんです。 

 ということは、結果的に、今やっている手

法で、行政的に金額的には何の負担もかかっ

てないんじゃないですか、これ。つまり、僕

が一番、前から話をさせてもろうてる減量化

を頑張った人は、これによって無料配布で、

ごみ袋を無料にいただけるし、減量化をでき

なかった方は、高い、ちょっと高めのごみ袋

を買っていただいて、そして高いお金を払っ

ていただくと。結局、ごみ減量化できた人に

対しては、これによって還元できているんじ

ゃないでしょうかね。 

 これが、テレコで、経費のほうが多くかか

ってしまって、結局一般財源から持ち出して

いるという形になるんであれば、それは僕の

言っていることは非常に矛盾していることや

とは思うんですけども、この数字を見る限り、

僕の言うてる、言うてるというか、現在行っ

ている手法というのは、何ら行政的に、数字

的には、金額的なものには何ら問題ないと、

僕は考えるんですけども、その辺はいかがで

すか。問題等、これは問題なんですかね。こ

ういう金額的に。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）少し答弁からそれ

るかもわかりません、お許しをいただきたい

と思うんですけども、もともとこのごみ袋の

無料配布につきましては、ごみ、いわゆる激

変緩和措置ということで、負担がいっぺんに、

ごみの減量化される方に負担がいっぺんにか

かるので、その負担を軽減させていただきた

いという趣旨での施策でございました。 

 そういった意味で、行政の負担がどうかと

いうことですけども、実際、議員言われるよ

うに、行政として財源的の負担というのは、

確かに多くの負担はしていないということで

す。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）財源的に多くの負担を

かけてなくて、基本的に減量化に頑張った人

には還元できているという形ですよね。 

 そしたら、ここに先ほどこの問題が出てき

たときから、話をされていた負担の公平性っ

て何なんですか。先ほど答弁にもありました

よね。負担の公平性。これ、値上げによって

負担の公平性が埋まるというのは、僕、いく

ら考えても理解できないんですよ。なぜかと

いうと、そりゃ、考え方はわかりますよ。金

額の差異が広がりますよね。枚数が少ない人

と、無料配布は置いておいて、ゼロから買う

た場合で、１枚、10枚で済む人と100枚で済む

人の中の差は、金額的には大きくなりますよ

ね。だから、そんだけ負担してもらわなあか

んという考え方はわかりますよ。そういう意

味での公平性というのはわかるんです。 

 でも、ここで一つ忘れたらあかんことは、
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いくら今のごみ袋の価格でゼロから１枚単位

で買うていくとして、そしたら、一番最初に

ごみの負担、ごみの量を極力少なくしようし

た人も、以前より負担が増してしまうんです

よ。そういう部分で、負担の公平性という理

論、成り立つんですかね。僕、ちょっと違う

と思う、それは。そりゃ、行政から見たとき

は、負担の公平性やないかと言えますよ。で

も、使っている当の本人側からしたら、確か

にその差は大きくなったと。大きくなったけ

ど、自分の負担も大きくなったやないかとい

う話になりません。それで、この負担の公平

性という言葉を使えるんかなというんかな。

つまり、結局、割合で言うたら、金額的に見

たら、その差は大きな金額になったけども、

パーセンテージで見たら、以前の差とパーセ

ンテージは変わらへんの違います。結局、負

担、どこが増えたかというたら、ごみの減量

化、今まで努めてきた人の負担が増えたとい

うだけのこと違います。それで、この公平性

という言葉を使っているというか、なぜそれ

が公平性にあたるんかな。僕、ほんまの公平

というのは、使う人は以前よりも負担が大に

なると。使わない人は以前並みか、それとも

それより、言うたら安くなる。それが本当の

公平性やと思うんですけども。今の手法やっ

たら、全然公平じゃないし。もう１個、それ

についての答弁一つと。 

 とりあえず、負担の公平性という考え方に

ついて、詳しく教えてください。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）負担の公平性とい

うことでございますけども、もともと、ごみ

袋の無料支給をするときの計算のベースにし

ましたのが、いわゆる週１という形で、ごみ

の減量に協力をしていただいている家庭のご

みの排出量を一つのベースとして計算をさせ

ていただきました。その中で、１人から４人

家族であれば、30枚という設定をさせていた

だいておる状況でございます。 

 したがいまして、その部分での増というこ

とはなかろうかと思いますし、またごみの減

量にご協力いただいている家庭につきまして

は、衛生自治会を通じまして、ＥＭぼかし等、

そしてまた、堆肥化容器等を貸与なり支給を

させていただいているということで、その部

分では、行政のほうでも一定の負担をさせて

いただいているというふうな認識でおります

ので、ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）それは全く違う話で、

堆肥化の話はできる家庭とできない家庭があ

るじゃないですか。アパートで住んでいる方

は、実際堆肥化なかなかできないし、本当に

公平さ、それを公平さとして一つの要因とし

て持ってくるんであれば、市民全員が享受で

きなあかん状態を行政がつくるべきなんです

よ。そんなことは、物理的に不可能でしょう。

その不可能なことを答弁されても、それは僕

としては、じゃ、やってくれと言うて、じゃ、

できるんかというたら、できないという話に

なってしまいますんで、それは公平さの一つ

としては考えられないですよね。 

 それともう１個、聞きたいのは、激変緩和

措置っておっしゃってますけども、もともと

ここにも書かせてもうたんですけど、ごみの

減量化が目的やったんですよね。抑制化のた

めに値上げをしますという話で、スタートし

たんです。激変緩和措置とるんやったら、最

初から無料配布のやり方、やったらええやな

いですか。さっき、また次のときも。 

 それはまた次、ちょっと話しさせてもらい

ます。 

 僕が言うてんのは、じゃ、何で公平さ、税

の負担の公平性、いかにも聞こえええように
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は言うてますけども、じゃ、何でごみの減量

化をしている方の負担が増えなあかんのやと

いうとこなんです。結局、負担が増になるこ

とによって、公平さを保つというのは、個々

の話で言うたら。聞いてます。個々の話でい

う話をさせてもろうたら、それは、僕は公平

性を保つために、負担が増になるというのは、

どうも考えられないんですよ。その話をして

も押し問答になると思うんで、ちょっと次で、

はっきりちょっと聞きたいんですけどね。 

 これ、３番で、先ほど言うてもらえれへん

かったんですけど、同じぐらいの効果、実際

データ的にも出とるんですよ、正直な話。先

ほどこれちょっと、僕、答弁いただいてない

んやけども、これ、値上げによる手法が、無

料、一定型無料配布、無料配布のほうと、す

ぐれている点って何なんですか。僕は基本的

に無料配布というのは、頑張っている人はそ

れなりの享受を受けれて、頑張ってない方と

いうか、言葉、失礼ですけども、ごみを多く

出される人に関しては、その負担を、それな

りの負担をしてもらうと。その負担分が、ご

みの減量化に努めている方に対しては、その

利益を享受できる、つまりそれだけのものが

返ってくる。そこ、すごい僕、利点やと思う

んですよ。ごみの抑制という部分で考えたら、

効果はほぼ同じかそれ以上やと思うんです。 

 ただ、ここで最初の出だしが、横道それて

申しわけないんやけども、ごみの減量化が目

的であって、増収が目的ではないような趣旨

の話をされてなかったら、こんなこと言わな

いですよ。つまり、50円に値上げして、ごみ

の抑制化も図りながら、一般財源を圧迫して

いる部分をそれによって補いますんで、とい

う話でごみの値上げをいたしますという話で

議会に上がってきたんであれば、そこで議会

で議論して、今の形になったというんであれ

ばいいですよ。そんな話じゃなかったんです

よ。結果的には増収にはなるけども、目標は

ごみの減量化やと。 

 ごみの減量化をやるんやったら、じゃ、僕

はそれを出したら、こっちがええん違うかな

って出させてもろうた。だから、どちらがす

ぐれているかどうかというのはいろんな部分

で違うと思いますよ。じゃ、一つとは言わん、

何点か答えてくださいよ。無料配布で行うご

みの減量化と、値上げによる減量化を比較し

た場合、こっちのほうが、今行政が選択して

いる部分が、この部分においてすぐれている

というところ、二、三お答えください。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）これからご説明さ

せていただきますのは、環境省のリサイクル

対策部廃棄物対策課のほうから出ております

一般廃棄物処理有料化の手引きをご紹介をさ

せていただきたいと思います。 

 今、言われておりますように排出量を単純

比例型、これは本市が採用している方法でご

ざいますけども、利点といたしましては、制

度が単純でわかりやすい。そして、排出した

場合の排出量を管理する必要がなく、制度の

運用に要する費用が、他の料金体系と比べて

安い値段であるというのが利点であるという

ように挙げられております。 

 反対に欠点といたしましては、料金水準が

低い場合には、排出抑制につながらない可能

性があるというふうな欠点があるというふう

に言われております。 

 したがいまして、そういった欠点を補うと

いうことで、50円の料金設定をさせていただ

いたということでございます。 

 それと、議員がおっしゃられております一

定量無料型でございますけども、これの利点

といたしましては、一定量の排出量以上のみ

を重量制とすることで、特にその量までの排

出抑制が期待できるという利点があるという
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ふうに書かれております。反対に、欠点です

けども、費用負担が無料となる一定の排出量

以下の範囲内で、排出量を抑制するインセン

ティブ、いわゆる動機付けが働きにくいとい

う欠点があると。そして、もう一つは、排出

した場合の排出量を把握するための費用、例

えば一定の排出量まで使用するごみ袋の配布

のための費用が必要になるため、制度の運用

に要する費用が増すと。そういった形で、手

引きでは欠点と利点が言われております。 

 それと、以前も議会の中で佐世保方式とい

うことが言われておりまして、我々も佐世保

方式について、一定研究をさせていただきま

した。確かに議員おただしのとおり、袋が無

料にして、それ以上超える分については、相

当高い値段ということで、人間の心理をうま

く活用しているなというふうに、我々も思っ

ております。 

 ただ、佐世保市のごみ搬入路の内訳を見て

みますと、燃やせるごみの、いわゆる収集ご

みですけども、平成12年度で５万2,081トンか

ら、平成19年度で３万5,529トンということで、

マイナス１万6,552トン、いわゆる言われてお

ります31.8％の削減がされたというふうに数

字には出ております。 

 ただ、佐世保市の場合も、本市と同じです

けども、持ち込みごみというのがあるわけで

すけども、燃やせるごみの持ち込み量が平成

12年度で３万7,017トンあったわけですけど

も、それが平成19年度で５万8,350トンで、２

万1,333トンの持ち込みごみ量が増えたとい

うことで、57.6％の増加になっておるという

ことです。 

 したがいまして、全体の収集のごみ量と持

ち込みごみ量と足しまして計算をしますと、

全体のごみ量で言いますと、削減率が2.9％と

いう状況やということです。 

 なぜこういった状況になったかという理由

でございますけども、持ち込み手数料が平成

21年３月末までは、100キロまで無料であった

わけです。平成21年４月から無料から50キロ

グラム450円に値上げをしたという経緯があ

るようです。そういったことで、持ち込みご

み量が増えたということで、料金設定に問題

があるのかどうかちょっとわかりませんけど

も、確かに佐世保方式、いわゆる２段階方式

というのは素晴らしい面もありますけども、

反対に、持ち込みごみ量がそういう形で値上

げしなかったら、ごみ量は結局そんなに減っ

ていないという状況にあるということでござ

いますので、ご理解のほど、よろしくお願い

申し上げます。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）そのデータ、僕もちょ

っと調べました。確かにそういった問題あっ

て、料金設定をそれ以後変えたりとか、いっ

た形でそういうごみの抑制もかけているとい

う話も出てきては出てきているんです。 

 ただ、もう１個、僕、聞きたいんですけど、

逆に問いかけたいことは、ごみのごみ袋の値

上げによって、減量化をめざしている都市、

橋本市もそうですけども、そうなるんでしょ

うけども、僕はそれは反対していますけどね。

最初はばっと減るんですよ。ごみの量がね。

でも、同じような現状で戻りません。戻って

いるでしょう、ほかの市も。人間て慣れてし

まうんですよ。消費税、導入されたときに、

３％皆、忘れとったでしょう、払うときに、

ああ消費税。今普通に消費税、払いますよね。

普通に思いません。消費税ついとって、おか

しいなと思う人、いてます。消費税は高いと

思いますよ。思うけども、消費税ついている

の当たり前になってしまいません。ごみ袋も

当たり前になりますよ、50円にしたら。 

 そのときに、ほかの市も他市の状況を見た

ら、結局同じような形に戻ってしまうんです
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よ、結局。それは同じ問題を抱えとんですよ。

僕の言うてる方式と、ごみの減量化の値上げ

による方式と。だから、それは手法を変えて、

どっちもですよ。 

 ただ、僕が言いたいのは、結局ごみ袋の値

上げによって、抑制化を次にまた抑制しよう

と思ったら、ごみ袋の値段を上げるしかない。

わかります。市民負担はどんどん増大するん

ですよ。だから、僕はこの手法、おかしいと

言っとん。同じような状況になっていくんで

すよ。でも、結局状況にならんようにしてい

く手法を考えたときに、佐世保方式のほうが

住民負担にならんでいい方法が考えやすい。

でも、ごみ袋の値上げによって抑制しようと

したら、ごみ袋の値上げでしか抑制はできな

い。ということは、慣れてきたら、また上げ

なあかん。慣れてきたら、言葉悪いけどね。

それが普通になった時点で、また値上げとい

う方法を取らざるを得んなんですよ。それが

見えているのに、この手法を選んでいるとい

うことは、僕、納得できないんです。僕は、

そこ、言いたい。手法を変えて、住民負担に

ならん。行政とも一緒に、行政も負担を分か

ち合いながらやっていく方法を見出さなあか

んて言うてるのに、値上げによる方法を選択

した時点で、値上げによる選択は住民負担で

しかないんです。だから、僕はそういう話を

しているんですよ。負担が、住民側に全部い

っているから、おかしいん違いますかという

話をしてる。 

 もう一個、それ、答弁は別に結構です。僕

の考え方なんで。ただ、僕はそう思うてます。

さっき利点でちょっとよくわからんのですけ

ど、わかりやすいて、わかりやすですわね、

値上げされたというだけのことですからね、

住民側からしたら。 

 あと、経費が安い、経費がかからないとい

うか、経費がかからないて、そりゃ、かから

ないんですけど、逆に悪い意味で、悪い意味

というか欠点で、無料配布型のほうで、経費

がかかるという話をされてましたけど、話、

ちょっと戻って、さっきの数字見たら、だか

ら、その経費を賄っているから、賄えている

んやったら、その話は、この今の話にならん

でしょう。これは、僕がずっと言っているの

は、この方法で、こういうふうに行政がコン

トロールしたらなあかんというんですよ、ご

みの抑制を。しかも一般財源から持ち出さん

ように。今実際、たまたま試験的にやったけ

ども、今たまたまバランスとれていますよね。

こういった形をもっと模索して、一定量無料

型に対して、言うたらほかの財源から繰り越

さんでええような形で、ごみの抑制量を行政

がコントロールしていかなあかん。それが、

８割に対して、年間の総排出量に対して、８

割のごみ袋を配るのか、７割のごみ袋を配る

のか、それはわからないんですよ。でも、結

果、それによって、ごみの減量化が行えて、

しかもそれに対して、収支のバランスがとれ

るんであれば、別に住民負担に押しつけてま

で値上げによる抑制化を進める必要はないと、

僕は思うんですよ。僕はそう思うんですけど

もね。だから、ちょっと話。 

 ちょっと僕、もう一個気になるのが、現在、

僕、考え方、いろいろやと思うんですけども、

ごみを有料化にしたという話を聞く前、議会

のときも聞いたんやけども、僕、今のごみ袋

も有料化と一緒やと思いますよ。値段の差が

安いか高いだけの差で。指定ごみ袋を使って

おるわけでしょう。橋本市の、もともと。そ

の指定ごみ袋というのは、普通のごみ袋より

も、一般の半透明のごみ袋よりも安いかと言

われたら、ちょっと割高ですよね。何で割高

なんかて理由は、いろいろお話聞かせてもろ

うたり、調べたりしたら、環境保全のためと

か、あと溶鉱炉、燃やすところに対してやさ
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しいものを使っているとか、そういった形で

いろいろ理由はあるのはわかるんですよ。で

も、その部分で、住民は負担しているじゃな

いですか、もともと。環境保全のために、指

定ごみ袋という少し高めのごみ袋を買って、

ごみの焼却場に対しては、炉にやさしいごみ

袋を使っている時点で、それはごみ燃やすた

めに、最終的にメンテナンス等を行わんでえ

えように、多く行わんでええように住民側も

それは負担してるん違います、ごみに対して。

それは、だから、僕は安過ぎるという話やっ

たらわかるんですよ。僕は安過ぎるんやとい

う形で、行政は上げたんやと思うんやけども、

処理量のほうが高いからね。 

 ただ、そこだけ勘違いせんといてください

よ。もともと無料化、無料で処理しとったん

違いますよ。無料で処理するんやったら、普

通の一般の半透明のごみ袋で持っていっても

ろうてもよかったんですよ。指定ごみ袋にな

っているというのは、そういった部分で、い

くらかの、微量な負担かもしれませんよ。何

銭か何円かわかりませんわ、その辺は。でも、

何らかの負担は、住民側にはもともとあった

んですよ。それをただ単にその住民負担を今

上げたというだけの話でね。国がもともと無

料化やったものを、有料化にしていかなあか

んみたいな話で有料化しましたて言うたら、

今まで無料化やったみたいな話になっとるん

やけども、それは少し違うと思いますよ、僕

は。それはちょっと余談なんですけどね。 

 結局、比較した場合、結局最初にも言うた

んですけど、僕、同じぐらいの効果やと思う

んですわ。ほんまに。数字的にはさっき言う

たみたいに、裏の数字というか、増えた部分

もあって、結局は佐世保方式もいろんな改良

していかなあかん余地があるという。それは、

今の値上げによる手法と何ら変わりはないと

思うんです。ただ、僕もどちらがすぐれてい

るか、すぐれてないかというのは、手法的に

はいろんな欠点もあるんで、それは研究して

いかなわからへんって、わからんことやと思

います。だいたいの効果は同じような効果が

出てくるんやろうなとは、数字的にはわかる

んですけども、ほかの各市町村がやっている

ことの事例を見れば、だいたい同じような形

になっていますわ。最終的には、増えたり減

ったり、増えたり減ったりという形で。同じ

ような効果やと思います。 

 ただ、さっきも話、さっきも言うたこと、

何度も言うて悪いんやけども、住民負担だけ

の手法を選ぶというのは、どうも僕は納得が

できないということなんですよ。だから、僕

ここで、４番で聞きたいんです。今の手法で、

行政の負担て何なんですか。行政はごみの処

理について、今後、考えていくんですよね。

ごみ問題に対して対処していくんですよね。

そのときに、対処して考えた結果がすべてが

住民負担であるという考えには行きつかんは

ずなんですよ。ごみの減量化は地球規模で考

えていかなあかんと。それは住民が、もちろ

ん人間が個々で考えていかなあかん大きな問

題やとわかるんですよ。だから、行政は何を

考えているんですか。行政にとっての負担と

いうのは何なんですか。 

 じゃ、この４番について。これもさっきち

ょっとお答え、ちゃんとした答えもろうてな

いんでね。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）行政の負担という

おただしでございますけども、もともとこの

有料化というのは、以前の議会の中でもご答

弁を差し上げておるわけでございますけども、

いわゆる国の政策というんですか、が大きく

転換されて、従来のごみのいわゆる処理につ

いては、従来の形から、いわゆる排出量に応

じてそれぞれの住民の皆さんにご負担をいた
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だくと、そういった転換がなされた中での施

策ということになってこようかと思うので、

そういったことで、橋本市といたしましても、

確かに先ほど議員のほうからもともと有料化

やったやないかというお話もありましたけど

も、ただ、処理費用、これも以前の議会の中

でもご説明させていただいてあるわけですけ

ども、旧のクリーンセンターのほうでの処理

費用が１袋当たり280円かかっておったとい

ったこともございます。そういった意味で、

国のほうもそういった政策が大きく転換され

た中で、橋本市としても、そういった形で一

定の排出量において市民の皆さんにご負担を

いただくといった形で進めていきたいという

形で、ご提案をさせていただいたということ

でございますので、行政の負担はないやない

かと言われる部分では、確かにそういったこ

ともあろうかと思うんですけども、政策上の

ことでということでのご理解をいただきたい

なというように思います。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）ちょっと済みません、

申しわけない。いけずな質問がちょっと多い

んで、いけずというか、理解できないことが

多過ぎて、答えにくいことをお答えいただい

ているのはわかるんですけども。 

 じゃ、行政として、生活するにあたって、

絶対ごみって出ますよね。行政は、そのごみ

について、一から全部住民側が処理すべきも

んなんやって考えるんですね。つまり、その

市で生活する限り、ごみは出ますよ。ごみが

出るというのは、生産活動をしとるからでし

ょう。それによって税金、発生してますよね。

消費税も含めて。いろんなものに対して。も

ちろんそれによって給料、お父さんの製品買

うて給料出てる人もいてるし。その行きつく

先は何かっていったら、税金違います。税金

ですよね。行政は何でうれしいんですか。税

金ですよね。その税金で、ごみの今の処理を

行っていることは、別に住民が全く負担して

ないわけじゃないん違います。生活しとった

ら、ごみ出るのは当たり前で、生活するにあ

たっては税金払うとんでしょう。その税金で、

僕、その税金を、ごみに対して、税金を使う

のはもったいないという意識は非常にわかり

ますよ。多過ぎる、量はね。でも、ある一定

の量というのは、生活する上で、それは仕方

のないことというか、普遍の原理ですよね。

ということは、行政的には、このラインとい

うのは、生活する上で、橋本市においては標

準なラインであると。それについては、行政

が、僕は、行政側としては、それについては、

生活する上では、標準ラインであれば、行政

が処理をすると。そう考えるのはそうでしょ

う。その100％の処理をするというのは無料配

布によって賄えるん違います。 

 でも、今のやり方やったら、生活のゼロし

かないじゃないですか。負担というか、行政

が見てる部分というのは。あと１になってし

もうたら、あとは住民側が見る形になります

よね。そういう形をとっているというのは、

何か二枚舌のような気がするんですけどね。

だから、税金を減らすためにやっているとい

うのはわかるんですよ。わかるんやけども、

多過ぎる部分を減らすという考え方はわかり

ます。僕も自分が経営してますんで、すべて

がゼロでお金入ってきたら、もうかるんです

よ。そんな夢みたいな方法、ないですよ。市

民の方が多く住んでもらうと行政も潤うわけ

でしょう。ですよね。市民１に対して、役所

の人間が600人おったら成り立たんですわね。

もちろん議員もそうですけど。 

 ということは、多くの方に住んでもらうに

は、それは基本的なコストというのは発生し

てくるもん違いますの。その基本的なコスト

の中に、すべてごみだけ違いますよ。行政サ
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ービスも含まれてますよ。でも、ごみという

部分もその中の一つではないんですか。僕、

その観点が非常に抜けていると思う。目が行

ってんのは、税金を投入してごみを処理する

ことがもったいない、もったいない。そのと

おりなんですよ。どの部分がもったいないか

という部分は、多過ぎる部分がもったいない

んでしょう。だから、多過ぎる部分に対して

抑制をかけていかなあかんという話じゃない

ですか。その部分を抑制するのに、値上げに

よる手法をとりましたというたら、多過ぎる

部分だけじゃなくて、その基準になっている

部分にも結局負担がかかっているということ

になりますやん。その部分について、行政が、

何ですか。生活するにあたって、ごみが出る

というのはおかしいことなんですかね。その

部分、聞いてもおかしくないという話、答弁

が返ってくるのは当たり前なんで、聞かない

んですけども、話、ちょっともとに戻します

けど、このやり方やったら、その理論、全部

はずして、全部同じかまで刈って、ほんでご

みを減らしていこうという話になってしまう

のは、非常に制度がわかりやすいというだけ

あって、わかりやすい。簡単ですよ。値上げ

によって抑制して、分けないでいいんですよ。

頑張っている人も頑張ってない人も、分けん

でええんです。皆、値上げやと。非常にある

意味公平なんかもしれん。ある意味平等なん

かもしれん。 

 でも、行政側にとっては利益しかない。市

民に対して使っている人も使っていない人も、

公平さを保つためにやったというんやったら、

行政も何か公平さを保つために、これに対し

ては負担を負わなあかんでしょう。ないじゃ

ないですか。三つの公平さを保たなあかんで

しょう。バランス、二つのバランスしかとっ

てないじゃないですか。そこを言うんですよ。 

 これ、僕、部長にばっかり聞いても、部長、

ちょっとお答え困ると思うんですよね。副市

長、いやいや。もう僕は副市長とはとても話

がかみ合いますんで。副市長、どないお考え

ですか。生活していてごみが出るのは当たり

前。そのごみをどこまで行政が処理するかと

いう考え方は、それはおかしいんですかね。

もう一から住民さんが負担してもらわなあか

んのやという考え方なんですか。もしそうい

うお考えであれば、それはなぜなんですかね。

僕は、生活していたらごみが出るのは当たり

前。ただ、多いか少ないかの話はあると。た

だ、多い部分に関しては削っていきたい。無

駄な税金は投入したくない。だから、多い部

分をどうにかして削りたいと思ったから、こ

の方式を僕は採用してほしくて、話をした。

でも、橋本市の場合は、もうその部分も見な

いと。みんなそれを同じかまで刈るんやと。

抑制化のためには、そういうかまで刈るんや

というふうに考えたと。じゃ、行政はもう一

からごみの面倒は見ないということなんです

ね。見ないというのは、もちろん収集しても

らったり、焼いてもろうたり、いろいろある

んですよ。それはわかってます。わかってい

るけども、負担という部分においては、一切

負担は、そういう部分の負担は一切しないと

いう考え方なんです。もしその考え方である

んであるならば、何でですか。その二つ。 

○議長（中西峰雄君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）いきなりのご指名で

すので、ちょっと答弁もれましたら、また後

でご指摘をいただきたいと思います。 

 岡議員の主張されております考え方も一つ

の考え方で、それも十分に、私としては理解

はできます。 

 ただ、市といたしましては、今回広域のご

み処理施設に移行するにあたりまして、より

リサイクルの推進、それと排出量の抑制、そ

れと排出量に応じた税負担の公平性という、
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この三つの観点から、そのごみ袋に対しての

議論をこれまで進めてまいりました。分別が

多くなるということは、当然それに伴うコス

トというのもかかってまいります。 

 それと、排出量に対する税の負担の公平性

ですけれども、先ほどご指摘いただきました

ように、ごみ袋につきましては原価、ほぼ原

価の従来は金額で、15円ですか。いってたん

ですけれども、それは一つの有料化という問

題になります。 

 しかし、それが１枚使う人と２枚、３枚使

う人とでの、いわゆる差というのが、ほとん

ど負担についてのところが同じような金額と

いうことで、そこについては、やはり税負担

の公平性から違いが明確になるような金額設

定をしていかないといけないとか、いろんな

問題の中で、今回、広域の中での金額のバラ

ンスとか、50円というのは、ほかの町でした

らもう少し高いところもありますし、リサイ

クルの分についても、袋代50円になっていま

すけども、橋本市の場合は、減量化を推進す

るという観点から、燃えるごみだけ50円に上

げさせていただいたという経緯がございます。 

 それと、もう一つ、橋本市の一般廃棄物処

理基本計画、これは議員にもお配りをさせて

いただいた計画でございますが、この計画自

体は総務委員会の当時の正副委員長にもご参

加いただきまして、一般市民も交えて計画を

つくってございますが、策定は21年７月とい

うことで、広域に移行するまでに策定した計

画でございますけれども、この計画の中でも、

ごみ処理費用の有料化ということで、内容的

には先ほど申し上げました三つの観点から、

ごみ処理費用の有料化を推進していくと。た

だし販売価格の改正により、ごみ減量化に取

り組んでいる世帯の負担が増えることや、価

格の変動の緩和を図るため、21年度について

は、全世帯を対象に、一定枚数の新可燃ごみ

袋の無料配布を実施しますということで、こ

の計画の中にもうたい込んでおります。 

 ただ、委員会の中でも、多くの議員の皆さ

ま方からご指摘もいただき、一定激変緩和と

いうことで、橋本市としてはもう少し配布の

期間を延ばして実施していきたいということ

で、説明もさせていただいたところでござい

ます。 

 こういった経過の中で、今回のごみ袋につ

いては取り組んできておりますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）ありがとうございます。 

 済みません、興奮して言葉が悪かったのは

非常に謝ります。 

 副市長ね、副市長の考え方で正しいんです

よ。その考え方というのは、無料配布に当て

はまるんじゃないですか。税の公平性、多く

使っている人には高い値段で買ってもらうと

いうごみの有料化、安い人には負担にならな

いように。副市長のおっしゃっていることす

べてが、どっちにも当てはまるかというたら、

どちらかというと、一定量無料型のほうが当

てはまるん違います。 

 その考え方で、それを言うとるんですよ。

そうかなという首かしげてはりますけども。

100歩譲って、どちらにも当てはまるとしまし

ょう。でも、どちらにも当てはまるという考

え方でいくんならば、一定量無料型、選択し

たほうがええん違います。 

 僕、だからそれを言うんです。何が違うの

と。その考え方の趣旨に、僕の言うてること

と、行政が今打ち出している趣旨が、同じ方

向に向かっとるから、結局同じ趣旨のもとに、

成り立っとるわけですよ。道は二つも三つも

あって、なぜそこを選択するんやというとこ

ろに僕は疑問を感じてるというだけですわ。 

 選択肢はいっぱいあるんですよ。なのに、

－96－ 



住民に直接的に負担が返ってくる方法を選択

するというのがよくわからん。僕、生活しと

って、ごみ出て、自分のごみは自分で処理す

るのは当たり前という考え方の話もよくわか

るんですよ。そういったお話もよく聞かれま

す。でも、逆に言うたら、住んどって、ごみ

出て、ある程度、行政がそのごみを処理する

のも当たり前という考え方もあるでしょう。

逆はしかりですよ。その逆も、裏も絶対つい

とるんですわ。何でもそうですよ。その表の

部分だけ話しして、裏の部分を話ししないと

いうのは、それはちょっとおかしい。 

 だから、ちゃんと考えてくださいて。僕、

何も今のやり方が間違えてるとは言わないで

すよ。それはそれでごみの抑制という目標に

つながるんであれば、それでええと思います。

ただ、そのごみの抑制という目標につながる

んであれば、この手法もあるやないかと。す

べてが正なりやったら、どれを選ぶかでしょ

う。どれを選ぶときに何でこの手法を選んだ

という明確な理由がないじゃないですか。僕、

さっきから聞いてるけど、何一つ返ってきて

ないじゃないですか。だから、言う。つまり

みんな、結局、それはこの手法を行政が扱っ

ている手法が間違えているとは言わんですよ。

ただ、同じ柱のもとに、同じだけの力を持っ

てあるんですわ。同じだけの効力を持ってね。

なら、何でこれを選択する、明確な理由はど

こにあるんやと言われたら、聞かれたら答え

ようないでしょう。 

 僕の言うてる方式もいろんな欠点ある。じ

ゃ、岡君、これが一番ええんかと言われたら、

何が全部審査して、これが一番ええとは言え

ない。ただ、１個だけ言えること。頑張って

いる人には負担はかからない。その点におい

ては、今、行政が扱っているこの方法よりは

すぐれている。それははっきりしている。で

も、ほかの今行政が行おうとしている手法と、

僕が言うてる手法で、じゃ、こっちのほうが

すぐれているんやったら、わかりやすい。経

費がかからない。経費がかからへんの当たり

前ですやんか、よそからとってきとんやから。

よその経費は上がってますやん。商売と一緒

ですやんか。もうけようと思うたら、自分が

仕入れた値段よりも高く売るのが定石ですや

んか。住民の負担が上がっているということ

は行政の負担が減っているということですよ。

僕はその負担を、半分でもええから割れとい

う話をしとるわけです。単純明快な話。なぜ

それをわからないかなと。何でわかってもら

えへんのかなと。何をそんなに。50円の値段

はいいですよ。無料配布よりも、超えた時点

の部分は50円でもええですよ。50円というご

み袋に反対してないですよ。勘違いせんとい

てくださいね。50円という値上げは妥当なん

かどうかわからへんけども、ただ頑張った人

にはそれなりの利点を返しましょうよ。 

 そこですよ。それがちょっとなさ過ぎる。

これ言うて、結局どうしましょうというお答

えも返ってこうへんと思うし、今すぐどうこ

うって前向きに考えていきますというご答弁

やとは思うんやけども、ただ、もし、これほ

んとう、部長、ほんま真剣に考えてください。

これ、来年以降から３分の１減らすというの

は、明確な理由、出さなあかんですよ。僕、

きょうはこれはこれで引いときますけど、こ

れ、僕、もし来年以降、減らすという話ある

んやったら、今年度中には上がってくるとは

思うんやけども、これは明確な理由答えてく

ださいね。 

 もう上がってきとんかな。ほな、明確な理

由はちゃんと考えてくださいね。もちろんさ

きの話やったら、テレコになるね。申しわけ

ない。今のはちょっとなしで。テレコになる

ね。ただ単純に減らしていくという考え方や

ったということやったんでね。そういう考え
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方なしで。なくすという方向に位置付けるん

であれば、もうちょっと話、戻しますね。な

くすという方向に位置付けるんであれば、明

確な大義名分が要りますよ。激変緩和措置で

行いましたから、やめるというのは、それは

後付けの話ですよ。出だしの話は、ごみの減

量化によって、ごみの減量化に向かってこの

手法を取り入れるんやという話やったんで、

でも、いつの間にか話が変わってきとるんで

すよ。ごみの減量化によるんやったら、この

方法でどうですかって、僕は提案させてもろ

うた。そしたら、そうやったら１回やってみ

ようかって。試験的にも１回試みをやってみ

ましょうという話。激変緩和措置でもええか

らやってよと。よかったら、そっちでも考え

ていってもろうたらいいんですよという話や

った。でも、いつの間にか平成24年にはなく

すという話がぽんと返ってきとる。ほんまに

聞きたい。どちらを選択すんのに、どちらの

ほうが効果が同じやったら、住民負担がない。

行政側の負担は、こんだけとれるという話を

したんかという話ですよ。されてないでしょ

う。ただ、この方法に決まったから、これに

向かっていきますと。だから激変緩和措置で

これは行っているけども、いずれなくしてい

かなあかんもんやと。ただ、その考えだけの

話でしょう。それは違う。同じ形で、同じだ

けの効力があって、同じ手法があるんやった

ら、それに対して行政は考えていって、その

手法に変えていかなあかん。実際、今これや

ってないんやったらええんですけど、これ試

験的にでもやってますやん。激変緩和措置で

も、今はこれでやってますやん。これで効果

があるんやったら、やっぱりやっていっても

らわなあかん。 

 それはやっぱり、今後、課題として、なく

すという方向だけで動いているんじゃなくて、

どちらが一体、僕の方法じゃなくてもいいで

すよ。今の方法よりも効果があって、住民側

のコストも減って、行政側の負担もこれだけ

あるんやというものがあれば、出してきても

ろうたら、それはそれで構わない。でも今の

ままの形やったら、僕は市民側の負担であっ

て、行政側の負担というのは単純な考え方で

しかない。 

 それをもうちょっと考えていただけるよう

に、副市長。単純でもええから考えてもらい

たい。考えてくれるか、考えてくれないかだ

けのことですよ。これ、考えてもらわな、こ

んなんおかし過ぎますよ。明確な理由ないん

でしょう。それを選んでいる明確な理由がな

いのに、何でそれを続けていけるんですか。

それは考えていってもらえるか、考えてくれ

ないか。僕は考えるべきやと思う。理由なし

にやるのはおかしいでしょう。 

○議長（中西峰雄君）副市長。端的に願いま

す。 

○副市長（清原雅代君）これまで、条例を通

していただいた時点で、いろいろな理由を、

行政として選んだ理由を申してきております。

それとあと、ごみの削減をすることについて、

得られる利益については、別の形で市長が、

今回も医療費の子どもの無料化とかっていう

方向での取り組みということもいたしており

ますけれども、岡議員とは根本的にちょっと

考え方の違いがあって、そこでずっと平行線

をたどるような内容であると思います。 

 当面は、市として、この形を市から提案さ

せていただいている形を取り組ませていただ

いて、将来的に見直しが必要であれば、そう

いったことも検討していきたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）これをもって、岡君の

一般質問は終わりました。 

 この際、10時45分まで休憩いたします。 

（午前10時31分 休憩） 
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